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１．地球温暖化問題に関する動向  

地球温暖化は、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象で

あり、我が国においても異常気象による被害の増加、農作物や生態系への影響

等が予測されています。地球温暖化の主因は人為的な温室効果ガスの排出量の

増加であるとされており、低炭素社会の実現に向けた取組みが求められていま

す。  

我が国では、1998 年（平成 10 年）に地球温暖化対策の推進に関する法律

（平成 10 年法律第 117 号）（以下「地球温暖化対策推進法」という。）が制

定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取

組むための枠組みが定められました。同法により、すべての市町村が、地方公

共団体実行計画を策定し、温室効果ガス削減のための措置等に取組むよう義務

づけられています。  

また、2016 年（平成 28 年）には、地球温暖化対策計画（平成 28 年５月

13 日閣議決定）（以下「地球温暖化対策計画」という。）が閣議決定され、我

が国の中期目標として、温室効果ガス排出量を 2030 年度に 2013 年度比で

26.0％減とすることが掲げられました。同計画においても、地方公共団体に

は、その基本的な役割として、地方公共団体実行計画を策定し実施するよう求

められています。  

国際的な動きとしては、2015 年（平成 27 年）12 月にフランス・パリに

おいて、国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）が開催され、

その中で、新たな法的枠組みである「パリ協定」が採択されました。その後、

2016 年（平成 28 年）11 月に「パリ協定」が発行され、これにより、世界

の平均気温の上昇を産業革命から 2.0℃以内にとどめるべく、すべての国々が

地球温暖化対策に取組んでいく枠組みが構築されました。  

本連合では、2016 年（平成 28 年）7 月に「第１次宇城広域連合地球温暖

化対策実行計画」（以下「前計画」という。）を策定し、事務及び事業における

温暖化対策を推進してきました。  

「第２次宇城広域連合地球温暖化対策実行計画」（以下「本計画」という。）

は、前計画の内容の更新・見直しを行った計画です。本連合の事務及び事業に

おいて排出する温室効果ガスの排出量の削減を推進し、地球温暖化の防止に向

けた取組みを推進しています。  
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２．前計画の概要等  

（１）前計画の概要  

  前計画の概要は、次のとおりです。  

項  目  内  容  

策定年月  2016 年（平成 28 年）7 月  

基準年度  2015 年（平成 27 年）度  

計画期間  2016 年（平成 28 年）～2020 年（令和２年）  

対象とする温室  

効果ガス  
二酸化炭素（CO2）  

対象範囲  本連合の全事業拠点の事務及び事業とする。  

削減目標  
2020 年（令和 2 年）度の二酸化炭素排出量を 2015

年（平成 27 年）度比５％削減する。  

 

（２）前計画の目標達成状況  

  前計画での対象範囲における二酸化炭素排出量は次のとおりです。  

  2019 年（令和元年）度時点で基準年度の 2015 年（平成 27 年）度と比  

較して△47.5%と大幅な削減となりました。二酸化炭素排出量の大幅な削減  

の要因は、2017 年（平成 29 年）からごみ処理施設「宇土清掃センター」で  

の焼却を中止し、「宇城クリーンセンター」で焼却を行ったためです。  

 

＜二酸化炭素排出量の推移＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注）九州電力の排出係数について、 2018 年（H30 年）度は、0.000463kg- CO2/kWh で算定し、2019 

年（R１年）度は、 0.000347kg- CO2/kWh で算定している。  
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第２章 計画の基本的事項  

 

１．目的 

本計画は、地球温暖化対策推進法第 21 条第 1 項に基づき、地球温暖化対策

計画に即して、省エネルギー、省資源、廃棄物の減量化などに関わる取組みを

推進し、事務及び事業に伴う温室効果ガス排出量を削減することを目的とする

ものです。  

地球温暖化対策推進法  第 2１条  (抜粋 ) 

（地方公共団体実行計画等）  

第 2１条  都道府県及び市町村は、単独で又は共同して地球温暖化対策

計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温

室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のため

の措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策

定するものとする。   

２～７（略）  

8 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、  

遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。  

９  第 5 項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更につ  

いて準用する。  

10 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公  

共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス  

総排出量を含む。）を公表しなければならない。  

 

 

２．計画期間 

2021 年（令和３年）から 2025 年（令和７年）の 5 年間を計画期間とし

ます。本計画の基準年度は、2019 年（令和元年）度とします。  

なお、本計画については、社会情勢の変化や技術の進歩、計画の進捗状況等  

により、必要に応じて見直しを行うものとします。  

 

 

３．対象範囲 

本計画の対象範囲は、本連合の全事業拠点の事務及び事業とします。  

（対象組織・施設等一覧）  

No 事業所の名称  事業所の所在地（熊本県）  

1 事務局  宇城市松橋町久具 396-2 

２  龍燈苑火葬場  宇城市不知火町小曽部 1895-1 

3 寂静の里火葬場  下益城郡美里町堅志田 366 

4 宇土清掃センター  宇土市松山町 3386 
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5 宇城クリーンセンター  宇城市松橋町萩尾 1775-3 

6 浄化センター  宇土市松原町 386 

7 消防本部・北消防署  宇土市新松原町 159-1 

8 美里分署  下益城郡美里町大窪 837-5 

9 網田分署  宇土市上網田町 3651-1 

10 南消防署  宇城市松橋町豊崎 1547-1 

11 三角分署  宇城市三角町中村 102-3 

12 豊野分署  宇城市豊野町山崎 385-1 

13 小川分署  宇城市小川町南部田 130-1 

 

 

４．対象とする温室効果ガス 

地球温暖化対策推進法の対象とする７つの温室効果ガス（二酸化炭素（CO 

2）、メタン（ＣＨ 4）、一酸化二窒素（Ｎ 2Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（Ｈ

ＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ 6）、三ふっ化窒

素（NF３））のうち、排出量の多くを占めている二酸化炭素（CO2）を対象と

して取組みを推進していきます。  
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第３章 二酸化炭素排出状況及び削減目標  

 

１．二酸化炭素排出状況  

本連合の事務及び事業に伴う「二酸化炭素排出量」について、国の地球温暖  

化対策計画の基準年度である 2013 年（平成 25 年）度は 6,207 t-ＣＯ2、  

2019 年（令和元年）度は 2,779ｔ-ＣＯ 2 となっており、二酸化炭素排出量  

△3,428ｔ-ＣＯ2、削減率△55.2%の状況です。  

二酸化炭素排出量の大幅な削減の要因は、「前計画の目標達成状況」に記載  

のとおり、2017 年（平成 29 年）度からごみ処理施設「宇土清掃センター」  

での焼却を中止し、「宇城クリーンセンター」で焼却を行ったためです。  

 

対象とする  

温室効果ガス  

2013 年（平成

25 年）度排出量  

2019 年（令和

元年）度排出量  
削減率  

二酸化炭素  

（ＣＯ2）  
6,207ｔ-ＣＯ2 2,779ｔ-ＣＯ2 △５5.2％  

 

施設別では、ごみ処理施設が全体の 41.7％を占め、次いでし尿処理施設が  

38.7％、事務局・消防本部等が 10.8％、火葬施設が 8.8％となっています。  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

   

また、エネルギー種別では、電気が全体の 64.0％を占め、次いで A 重油が  

23.9％、灯油が 5.6%、ガソリンが 4.1％、軽油が 1.8%、液化石油ガス  

（LPG）が 0.6％となっています。  

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．削減目標 
2019 年（令和元年）度において、2013 年（平成 25 年）度比△55.2%

となっている状況であり、国の地球温暖化対策計画の中期目標（2030 年度に

おいて、2013 年度比△26.0%）をクリアしていますが、本連合は、2019

年（令和元年）度を基準年度として、計画期間中に、事務及び事業から発生す

る温室効果ガス総排出量のうち、その割合の多くを占める二酸化炭素を 2025

年（令和７年）度までに、５％削減することを目標とします。  

 

対象とする  

温室効果ガス  

基準年度排出量  

令和元年度  
削減目標  

目標年度排出量  

令和７年度  

二酸化炭素  

（ＣＯ2）  
2,779ｔ-ＣＯ2 △５％  2,640ｔ-ＣＯ2 

 

各年度の二酸化炭素排出量の実績と目標の達成状況は、適宜、情報公開して  

いきます。  

 

（二酸化炭素排出状況）  ※令和元年度調整後排出量  

排出要因  排出量（ｔ-ＣＯ2）  構成比（％）  

ガソリン  114  4.1  

灯油  156  5.6  

軽油  50  1.8  

A 重油  663  23.9  

液化石油ガス（LPG）  18  0.6  

電気   1,778  64.0  

計  2,779  100.0  
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第４章 取組内容  

 

１．職員共通の取組み 

本計画では、職員ひとり一人の環境配慮意識の向上が重要であり、次に示す

内容を主体的に取組みます。  

【日常業務に関する取組み】  

項目  取組内容  

空調  

・冷暖房の設定温度の適正化（基準：冷房 28℃、暖房  

20℃）  

・冷暖房の使用期間、使用時間の抑制  

・冷房の効率化のため、ブラインド等を活用  

・空調機器の定期的な清掃、点検  

・省エネ室温に対応した服装（クールビズ、ウォームビ  

ズ）を実施  

給排水・給湯  
・冬季以外の給湯供給期間の短縮  

・ノーポットデイの実施（週 1 回）  

照明  

・始業前、昼休み時間の消灯  

・残業時の必要最小限の点灯  

・計画的な業務執行による時間外勤務の短縮  

ＯＡ機器  

・未使用時における電源の遮断（会議などで  席を外すな  

ど長時間ＯＡ機器使用しない場合）  

・省エネモードの設定  

・退庁時は原則コンセントを抜く  

公用車  

・エコドライブの実施  

・カーエアコンの効率的な利用  

・タイヤの空気圧の調整など車両の点検、整備の実施  

・加減速の少ない低速走行  

【省資源の推進】  

項目  取組内容  

用紙類  

・両面コピー、両面印刷、裏面利用の徹底  

・縮小印刷（Ａ３→Ａ４、２アップ等）の活用  

・資料の簡略化（ページ数を必要最低限とする）  

・コピー機使用後のリセット徹底  

廃棄物  

リサイクル  

・不用意なゴミの削減  

・排出ゴミの分別促進、資源化促進  

・割り箸、紙コップ使用の自粛（マイカップ利用促進）  

・封筒、ファイルなどの再利用促進  

・プリンタのトナーカートリッジの回収とリサイクル  

物品購入  
・適切な在庫管理による物品購入  

・グリーン購入の推進  
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２．庁舎・施設管理等での取組み 

庁舎や施設の設備機器の買替えの際に、温室効果ガス排出量の少ない設備機

器を選択することが最も大きな効果を発揮しますが、それだけでなく、当該設

備機器の運用改善、運転制御や補修・回収工事の際の工夫でも、大きな効果を

得ることができます。庁舎・施設管理職員等は次の取組みを推進します。  

【庁舎等の保守・管理に関する取組み】  

項目  取組内容  

空調  

・冷暖房の設定温度の適正化  

・冷暖房の使用期間、使用時間の抑制  

・空調機器の定期的な点検、整備及び適正な運転管理  

・フィルター等の定期的な清掃  

照明  ・照明器具の定期的な保守及び点検  

コピー機器  ・用紙使用量の把握及び管理  

その他  ・正確な使用量の把握及び管理  

【庁舎等の設備・機器の導入、更新に関する取組み】  

項目  取組内容  

空調  ・エネルギー消費効率の高い空調機設備への更新  

受変電  
・エネルギー損失の少ない変圧器への更新  

・デマンド制御の導入（ピーク電力の削減）  

照明  
・省エネルギー型の照明器具の導入  

・ＬＥＤ照明への更新  

建物  

・省資源、省エネルギー型の電気機械設備の導入  

・断熱性の高い材料の採用及び構造の整備  

・施設の新設や増改築時に、環境に配慮した工事を実施  

するとともに、環境負荷の低減に配慮した施設等を整  

 備  

・ごみ処理施設の更新時に、エネルギー回収率の高い施  

設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）を整備  

その他  

・施設の新設、設備機器の補修改修時に太陽光発電シス  

テム等、再生可能エネルギーの導入について検討  

・公用車の購入時に、ハイブリッドカー及び電気自動車  

等の低公害車や低燃費車の導入を検討  
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第５章 計画の推進と点検・評価  

 

１．推進体制 

「推進本部」「推進委員」「事務局」を設け、計画の着実な推進と進行管理を

行います。  

「事務局」は全体のエネルギー使用量を把握し、計画の進捗状況の把握を行

い、「推進本部」において年１回の点検評価を行います。  

  

【構成及び役割】  

区  分  構  成  役  割  

推進本部  本部長：事務局長  
計画の策定・見直し  

計画の推進・点検  

推進委員  

事務局  事務局次長兼総務課長  職員への連絡調整  

所属内における計画の周知  

計画の推進  

取組状況の管理・点検  

エネルギー使用量の把握  

各施設  環境衛生課長  

消防本部  総務課長  

署・分署  署長・分署長  

事務局  事務局総務課  
計画全体の推進  

総合的な進行管理  

 

 

２．計画の進行管理・公表  

（１）実行計画の進捗状況の調査・集計  

  事務局は、毎年度、全体の取組状況や温室効果ガス総排出量等を調査・把  

握し、進捗状況を集計します。また、推進本部は総合的な立場で評価を行い  

ます。  

  

（２）計画の進捗状況の公表  

計画の進捗状況及び直近年度の二酸化炭素排出量については、年１回本  

連合ホームページ等で公表します。  

 

 

 


